　　　　　　　　　　　　　　　　仕　様　書 
１　業務名
　　広島市まちづくり市民交流プラザ情報誌発行業務

２　目　的

　　主に広島市内で行われる生涯学習及び市民活動に関する情報を掲載した情報誌を作成し、公共施設等の窓口を通して広く市民等に無料配布することにより、市民の学びやまちづくり活動を広報面で支援するとともに、生涯学習の推進及びまちづくり活動への参画を促進する。
３　作成の基本方針

　　この情報誌は上記の目的を踏まえ、発注者の指示する編集の基本方針に沿って作成する。
また、専属のディレクターを配置し、発注者との連携を密にしながら、企画、取材、編集、レイアウト、校正、印刷、製本、発送等の全行程に渡って一貫した作成監理を行うものとする。
４　編集の基本方針

⑴　生涯学習及び市民活動情報の発信
生涯学習及び市民活動に関するイベントや活動団体の運営ノウハウやプログラム事例、講座などの情報、大学や公益性の高い民間機関による公開講座・資格取得などの情報を収集・発信することにより、市民の自主的で多様なまちづくり活動への積極的な参加を促進させる。
⑵　広島市まちづくり市民交流プラザ事業の発信
広島市まちづくり市民交流プラザが行う事業や、その他、発注者が所管する施設が行う特徴的なまちづくり事業について効果的な広報を行うとともに、ひろしま市民活動支援情報システム「ひろしま情報ａ－ネット」等の利用促進を図るメディアミックスの広報を行う。

⑶　協働事業の発信
市民、企業、行政、大学等教育機関や地域団体が協働して行う生涯学習及び市民活動に関する事業・活動等を紹介する。
⑷　市民参加の誌面づくり
企画、執筆等への市民参画を促進し、読者の声を誌面に反映させることで、市民のニーズに応える誌面づくりを行う。
５　業務内容
⑴　情報誌の制作
　　①　構成　　　　原則、構成及びレイアウトは別紙１・２のとおりとする。
                  　ただし、協議により変更する場合もある。
  　②　ネーミング　個別コーナーのネーミング掲載。
　　　　　　　　　　ただし、情報誌のネーミングは「らしっく」とする。
　③　企画 　　　 企画書の作成（年間の特集テーマなどを記載した年間計画にかかる企画書及び発行号ごとの特集タイトルや特集ページ掲載団体の提案並びに進行スケジュール等を記載した各号の企画書）。企画会議（年間計画等打ち合わせのため１回以上、各号の制作につき２回以上）への出席。
ただし、年間計画にかかる企画書については年間計画等打ち合わせの際に提出、各号の企画書については毎号１回目の企画会議までに提出すること。
④　編集　      取材及び資料からの記事の作成、写真撮影、レイアウト、カットなど

⑤　規格 　     Ａ４　中綴

⑥　印刷        全頁４色刷り、オフセット印刷　
⑦　紙質        紙質はマット紙７０Ｋ
目安として、１部あたりの郵送重量が６０g以内に収まること。

⑧　ページ数　　１６ページ

⑨　発行　      年３回（７月・１１月・３月予定）

⑩　部数　　　　５，０００部（１回分）× ３回 ＝ １５，０００部

⑪　校正　　　　３回以上（色校正を除く）※取材先への校正は別途行う。
⑫　ホームページ用のデータ作成等
情報誌紹介トップページ（各号表紙）はJPG形式(横200px)で作成、情報誌掲載内容はPDF形式で作成し、発行の都度、広島市まちづくり市民交流プラザへ電子データで納品すること。
⑵　アンケートの作成及び挟み込み作業
広島市まちづくり市民交流プラザ直接納入分のうち館内配架分５００部（部数は年度途中においても変更する場合がある）について、受注者においてアンケートを作成し、挟み込みを行う。ただし、アンケートの原稿は発注者が作成する。
⑶　発送作業
受注者発送分について、送付案内用添書の作成及び封筒詰め並びに発送を行う。ただし、添書の原稿は発注者が作成する。なお、発送内訳は別紙３のとおり。
①　発送に係る経費は、受注者の負担とする。

②　発送にかかる専用封筒は受注者において作成する。（表記内容は発注者が指定する。）

６　納入期限等
⑴　納入期限は各号発行日の前日までとする。
ただし、受注者発送分については各号発行日の４日前までに発送することとし、直接納入分のうち発注者発送分については土曜日・日曜日・祝日を除き発行日から５日前までに納入するものとする。受注者発送分及び発注者発送分は、発行日までに送付先への配達が見込める範囲において、事前に発注者の承諾を得て変更することができる。
なお、受注者発送分の配達見込みについては、受注者送付方法による標準的な配達所要日数に基づき判断する。（必要に応じて資料を提出すること。）
⑵　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、業務が完了した日の翌月１０日とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
７　納入場所及び方法
⑴　直接納入分（館内配架分及び発注者発送分）
広島市まちづくり市民交流プラザ
⑵　受注者発送分
発注者が指定する約８００カ所の発送先（指定する場所及び件数は年度途中においても変更する場合がある）及び取材協力者に、郵送等により送付する。
８　検査完了期日（期限）

発注者による業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。
９　その他

⑴　委託契約締結後、７日以内に下記の資料を提出し業務に着手すること。
ア　委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書（実施方法、業務履行スケジュール等を添付する。）

イ　専属ディレクターおよび従事者名簿（名前及びその履歴等）
ウ　業務着手届
⑵　印刷、製本、発送作業については、再委託可能とする。（事前に発注者の承諾が必要。）

⑶　受注者が取材の際に借用した写真等については、受注者が責任を持って返却するものとし、その経費も負担する。なお、その際に発生した事故の責任は、受注者が全て負うものとする。

⑷　著作権については、発注者が所有する。
ただし、記事に使用する写真等については、著作権法を遵守し、受注者が責任を持って対処すること。
⑸　広告ページは設けない。

⑹　その他この仕様書に疑義又は定めのない事項が発生した場合は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
